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稲沢市民球場等の指定管理者候補者の選定結果について 

 
１ 施設の名称 

  稲沢市民球場等 

（稲沢市民球場、福島野球場、陸上競技場、市民テニスコート、奥田公園テニスコート） 

 

２ 申請団体数 

  ３団体 

 

３ 選定方法 

各団体から提出された申請書類（事業計画書、収支計算書等）の内容について、施設

所管課による第１次審査（書類審査）の後、稲沢市文化教育施設指定管理者候補者選定

委員会において、どの団体が指定管理者として最も適当かどうか、選定審査基準に基づ

く審査を行い、選定した。 

 

４ 選定審査基準 

⑴ 審査配点表（選定委員会委員１人あたり） 

審      査     項      目 得 点（上限）

１ 利用者の平等な利用を確保すること

ができるものであるか 
（平等利用の確保） 

利用者の平等な利用の

確保 
 １０点 

利用者に対するサービ

スの向上 
 ３０点 

２ 施設の効用を最大限に発揮するものであるか 
（施設の効用発揮） 

 ４０点 

３ 施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか 
（管理経費の縮減） 

 ２０点 
※下記計算式 

により算出 

４ 施設管理を安定して行う物的・人的能

力を有していること 
  （安定経営能力） 

施設の適切な維持管理  ２０点 

経営の健全性  ２０点 

合           計 １４０点 

 

※「管理経費の縮減」は、次の式により算出する。 
 評価点 ＝（指定管理料算定参考額 － 提案額）÷ 指定管理料算定参考額 × １００

  ⇒ 指定管理料算定参考額に対して、１％削減するごとに１点加算する計算式 
・算出結果の小数点第２位を四捨五入し評価点とする。 
・算出結果が「評価点＞配点」の場合は、「評価点＝配点」とする。 
・経費の縮減が利用サービスの低下を招いている場合は、０点とする。 

   

⑵ 選定条件について 
ア 選定委員会委員１人の採点上限を１４０点とし、出席委員の得点数の合計が、総

得点数（７００点）の６割（４２０点）未満の場合は、指定管理者の候補者に該当
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しないものとする。 

イ 出席委員の得点数の合計が最も高い団体を優先候補者とする。 

 

５ 選定結果 

申請団体（３団体）

 

審査項目  

株式会社 

アルファ 

スポーツ  

Ａ社 Ｂ社 

１ 平等利用 

の確保  

利用者の平等な

利用の確保 
３６点  ３６点  ３６点 

利用者に対する

サービスの向上 
１０６点  ８０点  １００点 

２ 施設の効用発揮  １４６点 １２０点 １４０点 

３ 管理経費の縮減  ２点 ０点 ７.５点 

４ 安定経営

能力  

施設の適切な維

持管理 
７６点 ５９点 ７８点 

経営の健全性 ８４点 ６２点 ７０点 

合計〔７００点〕 ４５０点 ３５７点 ４３１.５点

優先候補者順位 １位 ３位 ２位 

選 定 理 由 

当該施設の指定管理者として、今日まで適切に

管理運営を行ってきた実績に加え、県内において

多数の類似施設の管理運営実績を持つことから、

経費の縮減を図りつつ、当該施設の効用を活かし

た効果的かつ効率的な施設運営が期待できるこ

と、関係団体との連携を重視し、地域に根ざした

円滑な運営が期待できること、さらに、各審査項

目において総合的に高い評価がされていること

から、第１次優先候補者として選定したもの 

 

６ 指定管理者候補者 

  団体の名称：株式会社アルファスポーツ 

  所 在 地：尾張旭市桜ヶ丘町一丁目３１番地 

 

７ 選定委員会委員 

冨岡  徹 大学教授 

淺井 順一 税理士 

篠田 智徳 稲沢市市長公室企画政策課長 

榊山 隆夫 稲沢市教育委員会生涯学習課長 

渡部  洋 稲沢市教育委員会スポーツ課長 
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８ 指定期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

９ 選定の経過 

○募集要項等の配布       平成２５年７月９日から７月２６日まで 

○質問書の受付         平成２５年７月９日から７月２６日まで 

○現地説明会参加申込      平成２５年７月２６日まで 

 ○現地説明会・施設見学     平成２５年８月２日 

 ○質問書に対する最終回答    平成２５年８月２日及び８月９日 

 ○申請書類の受付        平成２５年８月１６日から８月３０日まで 

 ○第１次審査（書類審査）    平成２５年９月２日から９月５日まで 

 ○指定管理者候補者選定委員会  平成２５年１０月１０日 

 

 

 


